
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
の
設
立
に
伴
う
達
示
規
程
等
の
効
力
に
関
す
る
経
過
措
置
を
定
め
る
規
程

（
平
成
十
六
年
達
示
第
六
十
一
号
）

第
一
条

国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
の
設
立
前
に
定
め
ら
れ
た
京
都
大
学
の
達
示
規
程
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
の
設

立
後
は
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
の
定
め
る
達
示
規
程
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

前
条
の
規
定
は
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
の
設
立
前
に
定
め
ら
れ
た
京
都
大
学
に
お
け
る
総
長
裁
定
の
規
程
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


